
特定小型原動機付自転車 

 

車道の左側端を通行しま 

 しょう！ 

 ※歩道は、特例特定小型原 

  付だけ！ 

急いでいても、信号を守りま 

 しょう！ 

転倒時の被害軽減！

飲ませた・貸した・同乗した 

 人も処罰されます！ 

３年以内に2回違反すると講 

 習の受講！   

 ※１７類型該当の違反 

 ※講習手数料６，０００円 

事前に乗車方法を確認！ 

 段差・小石・わだちに注意！ 

 友人とふざけて乗らない！

P  O  I  N  T 

※令和５年７月１日に道路
交通法が改正され、交通
ルールが変わりました。 
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